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新型コロナウイルス感染症の感染例が県内で判明

した場合の臨時休業における対応について（通知）

令和２年２月２８日付け島教総第８８６号「新型コロナウイルス感染症対策のための県立

学校における対応について」において通知したとおり、県立学校においては、県内で新型コ

ロナウイルスの感染例が判明した場合は、できる限り速やかに臨時休業の措置をとることと

しています。

つきましては、臨時休業にあたっての対応を下記のとおりとしますので、各学校におかれ

ましては、対応にあたっての準備をよろしくお願いいたします。

記

【事前の準備】

１．生徒、保護者及び教職員の連絡体制を整備する。

２．生徒への家庭学習にかかる課題等を準備する。

３．その他、必要に応じて対応方針を決定する。

【県内で感染例が判明した際の対応】

学校企画課からＦＡＸを送信するとともに、校長に電話連絡をする。連絡を受けた校長

は速やかに臨時休業措置をとる。

【臨時休業に至った場合の対応】

１．臨時休業期間は春休み(学年末休業）開始日までとする。

なお、臨時休業の解除については県教育委員会から別途指示する。

２．各種学校行事は、終業式、離任式等を含め実施しない。

３．新入生の事前指導、在校生の教科書販売等、新年度に向けたやむを得ない準備に

ついては実施できることとする。但し、感染防止の観点から、必要最小限の内容に

絞り、時間を短縮する、クラスなどにより実施時間に差を設ける等、生徒が長時間

一箇所に集まらないよう配慮する。

４．部活動及び各種の校外活動は実施しない。

５．補充授業、追認試験等は、臨時休業期間中には実施しない。これに関する特別な対応

については別途通知する。（令和２年３月３日付け島教指第１１２４号）

６．寄宿舎・寮は閉じる。

７．休業期間中における生徒との個別面接等は実施しない。

８．休業期間中における生徒の生活に係る留意事項については、別添文書を参考に、各学

校で指導に努める。
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